
（公財）岐阜県生活衛生営業指導センター

         ○ (注2)

【例】　設備資金１，０００万円借入・無担保・７年返済 （注） 利率は、令和6年4月1日現在です。

1.05%
(1.35%-最大0.3%※)

2.25%～1.55%
(2.25%-最大0.7%※)

約１，０８０万円 約１，０３７万円 約１，０４４万円
（約13.8万円） （約12.8万円） （約12.9万円）

* （　）内は、元利返済開始当初の返済額

（注1） 返済期間、担保・保証人の有無等によって、利率は異なります。

（注2） 標準営業約款登録営業者（Ｓマーク登録店）に係る運転資金は､特別利率Ａとなります。
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∟一般貸付と比較：利息は約43万円お得！
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事業計画書を策定し､振興計画認定組合から一定の会計書類を準備していることの確認及び事業計画の確認を受けた方は、0.15%
引き下げられ、生産性向上に資する取組を行う方は､さらに0.15%（合計0.3%）引き下げられます。
　　　　　　　　　　　　　　└ 生産性向上に係る事業計画書：生産性向上ガイドライン・マニュアル（厚生労働省2018年度策定）に基づく取組み

利率

対 象 者

要 件

新 規 開 業

店 の 改 装

設 備 更 新

運 転 資 金

設備資金 基準利率 2.25% (注1) 特別利率Ｃ

生活衛生同業組合の長の「振興
事業に係る資金証明書」が必要

生活衛生関係営業を営む方

振 興 事 業 貸 付

生活衛生同業組合の組合員の方

運転資金

「 生 活 衛 生 融 資 」 の ご 案 内

融資の種類

特別利率Ｆ

生活衛生改善貸付
（無担保・無保証人）

生活衛生同業組合などから経営
指導を受けられている方（6ヵ月以上）

・最近１年以上、同一地区で同一
事業を営んでいること

・所得税、法人税、事業税、住民税
等を全て完納していること

1.25%

基準利率 (注2)

申込金額が500万円超の場合は､
「推せん書」が必要

新型コロナウイルス感染症特別貸付（コロナ特別貸付）と新型コロナウイルス対策衛経（コロナ衛経貸付）
 ・取扱期間：R5年9月末⇒R6年6月末まで延長　 ・貸付後3年間の利率引下げ（利率低減措置）：0.9％⇒0.5％に縮減

総返
済額
(概算)

設備資金

区　　分 組　合　未　加　入　者 組　　合　　加　　入　　者

融 資 限 度 額
 7,200万円～4億8,000万円 ・設備資金：1億5,000万円

　　　　　　　～7億2,000万円
・運転資金：5,700万円

 2,000万円

融 資 期 間
（ う ち 据 置 期 間 ）

・設備資金：13年以内（1年以内） ・設備資金：20年以内（2年以内）
・運転資金： 7年以内（2年以内）

・設備資金：10年以内（2年以内）
・運転資金： 7年以内（1年以内）

一 般 貸 付

2.25%

1.05%
1.25%1.25%

0.30%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

一般貸付 振興事業貸付 生活衛生改善貸付

主な利率の比較（設備資金の例）

担保なし

（担保を不要とする融資）

担保あり

（融資額に対して十分評価額のある不動産担保）



（公財）岐阜県生活衛生営業指導センター

1 振興事業貸付 様式改正：R3.4.1｢押印｣欄削除

融資の申し出 【振興計画認定組合の組合員】

融資申込書類の提出

申込書類の受理
 ①借入申込書
 ②資金証明書 ・「振興事業に係る資金証明書」

 ③事業計画書の写し

 ④設備費の見積書・図面等
 ⑤法人：履歴事項全部証明書 ・又は「登記簿謄本」

 ⑥最近２期分の決算書
 ⑦その他必要書類
　　（営業許可(届出)書の写し等）

 審査事務
 ①提出書類の最終確認 ・受付簿に記録

 ②日本政策金融公庫に書類を送付 　（必要があればコピーを取り保存）

 借入申込書の受理・審査
 結果通知（生衛組合へ） ・指導センターへ結果連絡あり

2 生活衛生改善貸付（衛経） 様式改正：R3.6.18｢押印｣欄削除､R4.7.1｢創業年月｣欄追加

衛経融資の申し出
融資申込書類の提出

申込書類の受理
 ①借入申込書
 ②設備費の見積書・図面等
 ③最近２期分の決算書
 ④その他参考書類

 審査事務
 ①提出書類の確認
 　 面接調査 ・処理経過記録簿に記録

 ②実地調査 　（必要があればコピーを取り保存）

 ③融資推薦書・補助票作成
 ④その他必要な調査

 特別融資審査委員会の開催

 提出書類の最終確認

 日本政策金融公庫に書類を送付
　　　　　　（指導センター経由）

 借入申込書の受理・審査 ・指導センターへ結果連絡あり

 結果通知（生衛組合へ）

生 衛 組 合  事後指導 ・1,500万円を超える借入申込の場合

指 導 セ ン タ ー 　（両者連携して行う）

借 入 申 込 人

・振興事業促進支援融資制度利用の場
合は、「資金証明書」の交付依頼と併せ
て一定の会計書類を準備していることの
確認、及び事業計画の確認を生衛組合
へ依頼

日 本 政 策 金 融 公 庫

経営特別相談員（特相員）が審査事務
を行う

原則、生衛組合で開催
（指導センターで開催の場合は、「審査結果
証明書」を添付し生衛組合へ送付)

・生衛組合理事長は、「融資推薦書」に
記名・押印
・「審査結果証明書」には、委員長のみ
署名捺印、委員の｢押印｣欄廃止

「推薦審査結果証明書」及び「融資
推薦送付書」の作成

生 衛 組 合

生 衛 組 合
（受託指導センター） （組合が開催する場合は、振興貸付

に係る審査会を活用する）

生 衛 組 合
（受託指導センター）

生 衛 組 合
（受託指導センター）

・生衛組合は、「借入申込書」最下欄に
組合名・受付月日受付番号（推薦受付
簿に記載）を記入、及び借入意思確認
を記録

【生衛組合等から経営指導を受けている
小規模事業者（組合員）】
 *「借入申込書」：事業者の｢押印｣欄削除、
「創業年月」欄追加（旧様式は適宜記載又は
「融資推薦書」に記載で差し支えない）

「生活衛生融資」手続きの流れ（組合加入者）

借 入 申 込 人

・「振興事業促進支援融資制度に係る事
業計画書（表面）」「生産性向上に係る事
業計画書（裏面）」（写）

・「標準営業約款登録営業者であること
の証明書交付願」（「Sマーク」登録店）

日 本 政 策 金 融 公 庫

生 衛 組 合

指 導 セ ン タ ー




